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函館市立亀田中学校 

危機管理マニュアル 

【熱中症】 

（令和７年７月改訂版） 
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(1) 暑さ指数（WBGT）を用いた活動判断 

 

 

 

 

    校長は、児童生徒の熱中症を予防するため、必要に応じて担当教職員に指示し、定期的に暑さ指

数（WBGT）計を用いて計測（活動場所で測定）することで環境条件の評価を行うとともに、下表

に基づいて日常生活や運動の実施可否等に関する判断を下します。 

WBGT/気温 ～24℃ 24～28℃ 28～31℃ 31～35℃ 35℃～ 

31～ （危険） △：軽運動 ×：原則中止 ×：原則中止 ×：原則中止 ×：原則中止 

28～31（厳重警戒） △：水分休憩 △：軽運動 △：軽運動 △：短縮中止 ×：原則中止 

25～28（警戒） 〇：通常活動 △：水分休憩 △：軽運動 △：短縮中止 ×：原則中止 

21～25（注意） 〇：通常活動 △：水分休憩 △：軽運動 △：短縮中止 ×：原則中止 

～21（安全） 〇：通常活動 〇：通常活動 〇：通常活動 △：軽運動 ×：原則中止 

凡例 

・〇：通常活動可。 

・△：水分補給。運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。 

・△：軽運動。積極的に休憩を取り、水分・塩分を補給する。激しい運動は 30分おきに休憩をとる。 

   暑さに弱い人は運動を軽減または中止。 

・△：短縮中止。激しい運動は避ける。10～20分おきに休憩をとり、水分・塩分を補給する。 

   暑さに弱い人は運動を軽減または中止。 

・×：原則中止。特別の場合以外は運動を中止する。 

 

なお、暑さ指数（WBGT）の予測値については、「熱中症予防情報サイト」（環境省）を活用して、実況値・

予測値を確認するものとします。 

環境省『熱中症予防情報サイト』https://www.wbgt.env.go.jp/ 

また、その情報は、毎朝、教頭・主幹および養護教諭が全教職員と C4ｔｈを活用して共有するとともに、

緊急性がある場合は、校内放送等を活用して適宜発信することとします。 

 

■予防措置としての放課後活動・集会等の中止判断および通知手順 

・中止判断の基準 暑さ指数（WBGT）が「厳重警戒」の日が複数日連続している場合 

生徒の疲労度や体調面でのリスクが高いと判断される場合 

・決定権者 校長が総合的に判断し、中止の可否を決定する。 

・対象活動 放課後活動 多人数による集会（例：学年集会、運動部練習、大人数での文化活動等） 

・情報共有 校長は、中止の判断を部活動担当・教務・養護教諭と速やかに共有する。 

・通知方法 教頭または主幹が、生徒および保護者へ中止を通知する。 

通知は tetoru を用い、全家庭へ一斉配信する。 

１ 予防措置 

暑さ指数（WBGT）とは 
  熱収支に与える影響の大きい気温、湿度、日射・輻射など周辺の熱環境、風（気流）の要素
を取り入れた指標で、単位は、気温と同じ℃を用います。 

「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」（環境省・文部科学省） 

１ 予防措置 

（参考：「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」（文部科学省）） 

https://www.wbgt.env.go.jp/
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 ◎ 「熱中症警戒アラート」が発表されていない場合であっても、一定の時間間隔で暑さ指数

（WBGT）を測定・記録（活動場所で測定）するなどしながら、児童生徒の状況等に応じて日常
生活や運動の実施の可否を判断するとともに、下校時間の繰り上げ等の措置を検討します。 
※ 毎朝７：００に暑さ指数を計測、３時間おきに確認を行う。（教頭・主幹・養護教諭） 

 

環境省が、「熱中症予防情報サイト」において、発表対象地

域内の暑さ指数（WBGT）算出地点のいずれかで
、、、、、

、日最高

暑さ指数（※）を 33以上と予測した場合に発表 
※一日のうちで最も高い暑さ指数 
 

（参考：「熱中症環境保健マニュアル 2022」（環境省）） 

◎「熱中症警戒アラート」が発表されたときには、暑さ指数、児童生徒や地域の 

状況、学校の環境等を勘案し、臨時休業の実施を検討します。 
    
○ 環境省の「熱中症予防情報サイト」により、自校の所在地又は近隣の地域における 
暑さ指数予報を確認する。 
○ 登下校時の安全が確保でき、空調設備が整備されているなど、暑熱環境の危険性を 
低くできる場合には、必ずしも臨時休業とする必要はなく、状況に応じて判断する。 

「熱中症警戒アラート」が発表されたときの対応 

【根拠規定】 
○ 北海道立学校管理規則（昭和 32年教育委員会規則第１号）（抄） 
 （臨時休業） 
第 27条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。 

  (1) 学校所在地又は大半の幼児、児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特
別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。 

 (2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。 
 （臨時休業の報告） 
第 28条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告
しなければならない。 

学校における対応 

２日前（～前日） 
【予測値の確認】（環境省「熱中症予防情報サイト」） 
担当：教頭・主幹 および養護教諭 
 
 
 
 
□全教職員に通知 
□対応の検討（及び決定） 
 ・臨時休業等  ・教室での授業 
 ・登下校    ・体育 
 ・各種行事   ・部活動 
・保護者や児童生徒への周知方法 
・市町村教育委員会や近隣校との情報共有 

            など 

前日 17:00 
【予報の確認】 
担当：教頭・主幹 
および養護教諭 

 
 
 
 
□全教職員に通知 
 

アラート発表 
アラート発表の可能性あり 

当日６:00 
【予報の確認】 
担当：教頭・主幹 
 
 
 
 
□全教職員に通知 
 

アラート発表 

 生徒や保護者に通知 
 ・tetoruにて全家庭配信   

「熱中症警戒アラート」とは 
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２ 熱中症への救急処置 

めまい・失神・筋肉痛・筋肉の硬直・大量
の発汗・頭痛・不快感・吐き気・嘔吐・倦
怠感・虚脱感・意識障害・けいれん・手足
の運動障害・高体温 

熱中症を疑う症状が
ありますか？ 

Check１ 

呼びかけに応え
ますか？ 

Check２ 

はい 

涼しい場所へ避難し、 
服をゆるめ体を冷やす 

水分を自力で 
摂取できますか？ 

Check３ 

はい 

はい 

はい 

水分・塩分を補給する 

症状がよくなり 
ましたか？ 

Check４ 

そのまま安静にして 

十分に休息をとり、 

回復したら帰宅しましょう 

救急車を呼ぶ 

医療機関へ 
いいえ 

いいえ 

いいえ 

【救急車を待つ間の処置】 
救急車到着までの間、積極的に体
を冷やす。 
※呼びかけへの反応が悪い場合は、
無理に水を飲ませない。 
※氷のう等があれば、首、腋の下、
大腿のつけ根を集中的に冷やす。 
※スポーツによる労作性熱中症の
場合、全身を冷たい水に浸す等の
冷却法を行う。 

【役割分担】 
 □被災者への対応者 
 □救急車要請・連絡等の担当者 
 □救急搬送付添者（本人が倒れたときの状

況を知っている人） 

迅速に体温を下げることができ
れば、救命率が上がります!! 

（参考：「熱中症環境保健マニュアル 2022」（環境省） 
「スポーツ事故ハンドブック」（独立行政法人日本スポーツ振興センター） 
「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」（文部科学省）） 

意識障害は、初期には軽いこともあること
から、必ず誰かが付いて見守り、少しでも
応答が鈍い、言動がおかしい等の意識障害
が見られる場合は、熱中症を疑って処置
（救急車の要請）をしましょう。 

現場での処置によって症状が改善した場
合でも、当日のスポーツ参加は中止し、少
なくとも翌日までは経過観察が必要です。 

速やかに 


